
随意契約によることとした理由

備考

¥896,500

横浜市で実施される海上保安学校学生採用試験の第一次試験で
は、横浜市内かつ駅近隣の施設を試験場として借り上げる必要が
あるが、感染症対策を行え試験場として借上可能な施設は契約相
手方のみであるため、契約の性質又は目的が競争を許さないも
の。
（会計法第29条の3第4項）

学校法人 関東学院大学
神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1

¥896,500

契約の相手方の氏名及び住所

契約金額
（消費税及び地方消費税含む）

予定価格
（消費税及び地方消費税含む）

随　意　契　約　結　果　書

契約担当官等の氏名並びに所属す
る部局の名称及び所在地

物品等の名称及び数量

契約締結日

海上保安学校採用試験会場借上げ（横浜市）

分任支出負担行為担当官
横浜海上保安部長　小倉　修一
横浜海上保安部
神奈川県横浜市中区新港１－２－１

令和5年8月29日


